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�愛媛県規則第４０号
愛媛県県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
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愛媛県県立自然公園条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県県立自然公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県規則第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（特別地域内の行為の許可基準）

第１６条の３ 省略

２～１１ 省略

１２ 条例第２１条第４項第１号に掲げる行為（太陽光発電施設の新

築、改築又は増築であつて、土地に定着させるものに限る。）に

係る許可基準は、第１項第５号及び第６号、第１０項第７号並びに

前項第２号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

� 第１項第２号から第４号までの規定の例によること。ただ

し、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の

（特別地域内の行為の許可基準）

第１６条の３ 省略

２～１１ 省略
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和が２，０００平方メートル以下の太陽光発電施設であつて、学術

研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場

所においてはその目的を達成することができないと認められる

ものの新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。

� 第４項第７号、第９号及び第１０号並びに第１０項第９号の規定

の例によること。ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上

部分の水平投影面積の和が２，０００平方メートル以下の太陽光発

電施設であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものの

新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。

ア 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所

以外の場所においてはその目的を達成することができないと

認められること。

イ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるこ

と。

ウ 農林漁業に付随して行われるものであること。

� 自然草地等内において行われるものでないこと。ただし、前

号ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限

りでない。

� 当該行為による土砂及び汚濁水の流出のおそれがないこと。

１３ 条例第２１条第４項第１号に掲げる行為（前各項の規定の適用を

受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、

改築又は増築に限る。）に係る許可基準は、第１項第１号

及び第６号の規定の例によるほか、次のとおりとす

る。

� 第１項第２号から第４号までの規定の例によること。ただ

し、次に掲げる行為のいずれかに該当するものについては、こ

の限りでない。

ア～ウ 省略

� 省略

１４ 条例第２１条第４項第１号に掲げる行為（前各項の規定の適用を

受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又

は増築に限る。）に係る許可基準は、

前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

� 省略

� 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア～オ 省略

カ 前項第１号ア又はイに掲げる行為のいずれかに該当するも

のであること。

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２６ 省略

２７ 条例第２１条第４項第１４号に掲げる行為に係る許可基準は、第２５

項第１号の規定の例によるほか、同条第４項第１４号の規定により

知事が指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動

１２ 条例第２１条第４項第１号に掲げる行為（前各項の規定の適用を

受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、

改築又は増築に限る。）に係る許可基準は、第１項第１号、第３

号、第４号及び第６号の規定の例によるほか、次のとおりとす

る。

� 第１項第２号 の規定の例によること。ただ

し、次に掲げる行為のいずれかに該当する行為にあつては、こ

の限りでない。

ア～ウ 省略

� 省略

１３ 条例第２１条第４項第１号に掲げる行為（前各項の規定の適用を

受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又

は増築に限る。）に係る許可基準は、第１項第３号及び第４号並

びに前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

� 省略

� 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

ア～オ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略

１７ 省略

１８ 省略

１９ 省略

２０ 省略

２１ 省略

２２ 省略

２３ 省略

２４ 省略

２５ 省略

２６ 条例第２１条第４項第１４号に掲げる行為に係る許可基準は、第２４

項第１号の規定の例によるほか、同条第４項第１４号の規定により

知事が指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動
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告 示

�愛媛県告示第１０７１号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農業振興局農産園

芸課担い手・農地保全対策室において告示の日から２週間公衆の縦

覧に供する。

平成２７年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

農事組合法人
ほのぼの農園

愛媛県伊予郡松前町
大字大溝６１１番地５

愛媛県伊予郡松前町
大字大溝字叶田１７５
番１ほか１筆

５，１２５

２ 申請年月日

平成２７年８月５日

�������
�愛媛県告示第１０７２号
平成２７年７月１３日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

平成２７年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

北 谷 由起雄 愛媛県松山市中島大
浦２３８８番地

愛媛県松山市中島大
浦４１０６番ほか１筆 ９，８５６

竹 村 太 成 愛媛県松山市土手内
１００番地１

愛媛県松山市庄乙５２
６番１ ９，１５３

能 田 英 文 愛媛県松山市門田町
１０８番地１

愛媛県松山市門田町
７３２番ほか７筆 ７，４５１

２ 認可年月日

平成２７年８月１８日

�������
�愛媛県告示第１０７３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき、

区画漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定める。

平成２７年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、地元地区及び制限又は条

件

� ア 免許番号 宇区第１７６号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 西予市明浜町俵津地先

� 漁場の区域

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大低潮時海

岸線から１０メートルの線とによって囲まれた区域

基点 Ａ 西予市明浜町俵津宮崎川河口左岸南西端

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県県立自然公園条例施行規則第１６条の３第１２項の規定は、この規則の施行の日以後にされる愛媛県県立自然公園条例（昭

和３３年愛媛県条例第５０号）第２１条第４項の規定による許可の申請について適用し、同日前にされた同項の規定による許可の申請について

は、なお従前の例による。

物の放牧にあつては、当該放牧が反復継続して行われるものでな

いこととする。

２８ 省略

２９ 省略

３０ 省略

３１ 省略

（工作物の基準）

第１８条 条例第３２条第１項第１号に規定する知事が定める基準は、

次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各

号に定めるとおりとする。

� 海域以外の区域

ア～ケ 省略

コ 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の

和１，０００平方メートル

� 省略

物の放牧にあつては、当該放牧が反復継続して行われるものでな

いこととする。

２７ 省略

２８ 省略

２９ 省略

３０ 省略

（工作物の基準）

第１８条 条例第３２条第１項第１号に規定する知事が定める基準は、

次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各

号に定めるとおりとする。

� 海域以外の区域

ア～ケ 省略

� 省略
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Ｂ 西予市明浜町俵津３－３１－１南側沿岸荷揚

場南西端

点 ア Ａから１５０度見通し５０メートルの点

イ Ｂから１８４度見通し２００メートルの点

ウ 地元地区 西予市明浜町

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示

に従わなければならない。

� ア 免許番号 宇区第１７７号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域

基点 Ａ 宇和島市下波仏碆岩場に設置された金属鋲

点 ア Ａから１７１度２４分３１秒１６０メートルの点

イ Ａから２１３度３９分２９秒２４０メートルの点

ウ Ａから２６４度０４分３１秒２３３メートルの点

エ Ａから２７７度４６分３８秒６０メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示

に従わなければならない。

� ア 免許番号 宇区第１７８号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域

基点 Ａ 宇和島市下波仏碆岩場に設置された金属鋲

点 ア Ａから１５８度１６分３０秒４３０メートルの点

イ Ａから１６１度１３分０２秒６４２メートルの点

ウ Ａから１７１度２４分３１秒６７０メートルの点

エ Ａから１７９度１１分２８秒４８０メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示

に従わなければならない。

� ア 免許番号 宇区第１７９号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域

基点 Ａ 宇和島市下波５５１６番地愛媛県水産研究セン

ター前の護岸の北東端角に設置された金属鋲

点 ア Ａから２９度１８分４７秒９９０メートルの点

イ Ａから１１度０２分４１秒１，１３０メートルの点

ウ Ａから１５度１４分１５秒１，２７７メートルの点

エ Ａから３１度１９分３５秒１，１２５メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示

に従わなければならない。

� ア 免許番号 宇区第１８０号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域

基点 Ａ 宇和島市下波とびの子鼻に設置された金属

鋲

点 ア Ａから１４１度１５分２６秒１０７メートルの点

イ Ａから５３度２７分４４秒７２メートルの点

ウ Ａから５４度４１分２４秒１６１メートルの点

エ Ａから１１７度２９分０２秒１６５メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示

に従わなければならない。

� ア 免許番号 宇区第１８１号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域
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基点 Ａ 宇和島市下波４７９０番地先島津竜王防波堤先

端の岩場に設置された金属鋲

点 ア Ａから１４３度４５分５４秒４５５メートルの点

イ Ａから１２７度５１分５８秒３５５メートルの点

ウ Ａから１１７度４６分０３秒４９１メートルの点

エ Ａから１３１度４５分５１秒５６８メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示

に従わなければならない。

� ア 免許番号 宇区第１８２号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域

基点 Ａ 宇和島市下波４７９０番地先島津竜王防波堤先

端の岩場に設置された金属鋲

点 ア Ａから１６９度３９分４７秒１６９メートルの点

イ Ａから１２８度５２分０８秒６８メートルの点

ウ Ａから１１０度０４分５２秒１４２メートルの点

エ Ａから１４３度３２分０９秒２０９メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示

に従わなければならない。

� ア 免許番号 宇区第１８３号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ、エオ及びオアの５直線によって囲

まれた区域

基点 Ａ 宇和島市島津隧道抗口より南へ６０メートル

に設置された金属鋲

点 ア Ａから２６０度０９分２５秒２０５メートルの点

イ Ａから２７６度４６分４１秒３０１メートルの点

ウ Ａから３５９度２２分０３秒４４０メートルの点

エ Ａから２２度５１分０３秒３６２メートルの点

オ Ａから３３８度２８分５３秒９８メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示

に従わなければならない。

� ア 免許番号 宇区第１８４号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業 真珠養殖業
１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域

基点 Ａ 宇和島市下波５５１６番地愛媛県水産研究セン

ター前の護岸の北東端角に設置された金属鋲

点 ア Ａから０度４１分０３秒９２０メートルの点

イ Ａから３５０度５３分５２秒１，１０２メートルの点

ウ Ａから３５８度３５分４６秒１，２２７メートルの点

エ Ａから８度２０分３１秒１，０７０メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 漁場に設置するいかだの台数は別に定める知事の指示

に従わなければならない。

� ア 免許番号 宇特区第３０１号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業
真珠貝垂下式養

殖業

１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市下波地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ、キク及びクア

の８直線によって囲まれた区域

基点 Ａ 宇和島市下波５５１６番地愛媛県水産研究セン

ター前の護岸の北東端角に設置された金属鋲

点 ア Ａから８９度４０分２２秒２４８メートルの点

イ Ａから３２９度５８分４２秒４７１メートルの点

ウ Ａから３５０度３０分１４秒５４４メートルの点

エ Ａから３４０度０４分５３秒７１８メートルの点

オ Ａから１１度０２分４１秒１，１３０メートルの点

カ Ａから２９度１８分４７秒９９０メートルの点

キ Ａから３１度１９分３５秒１，１２５メートルの点

ク Ａから４８度１０分０８秒１，１４５メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市下波

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� ア 免許番号 宇特区第３０２号

イ 免許の内容たるべき事項

� 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期
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漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種区画漁業
くろまぐろ小割

式養殖業

１月１日から

１２月３１日まで

� 漁場の位置 宇和島市戸島地先

� 漁場の区域

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線によって囲まれた

区域

基点 Ａ 宇和島市郡の標識

Ｂ 宇和島市嘉島中の島東南端消波堤

点 ア Ａから３３２度２１０メートルの点

イ Ｂから１０５度４９０メートルの点

ウ Ｂから１０６度７０９メートルの点

エ Ａから４０度１６３メートルの点

ウ 地元地区 宇和島市戸島

エ 制限又は条件

� 漁具の設置を示す標識を設置しなければならない。

� 当該漁業権に係る区画漁業で用いられる養殖用種苗は、

人工種苗でなければならない。

２ 免許予定日

平成２８年１月１日

３ 申請期間

平成２７年８月２８日から１１月１３日まで

４ 存続期間

� 区画漁業

平成２８年１月１日から平成３６年３月３１日まで

� 特定区画漁業

平成２８年１月１日から平成３１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第１０７４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条の２第１項の規定に

より、次のとおり指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判

定を行わせることとした。

平成２７年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

株式会社東京建築検査機構

東京都中央区東日本橋一丁目１番４号

２ 業務区域

愛媛県全域

３ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地

構造判定事業部 東京都中央区東日本橋一丁目１番４号

ＴＢＴＣ名古屋
構造センター 愛知県名古屋市中区錦三丁目７番９号

４ 行わせることとした構造計算適合性判定の業務

判定を要する全ての建築物に係る判定の業務

５ 行わせることとした構造計算適合性判定の業務の開始の日

平成２７年８月２０日

６ 構造計算適合性判定を行わせることとした日

平成２７年８月２０日

�愛媛県告示第１０７５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

今治市蒼社川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２７年８月２８日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 砂 原 � 隆 今治市東村３丁目２番３０号

〃 越 智 米 明 今治市上徳甲４５７番地１

〃 永 井 豊 今治市松木６番地の６

〃 近 藤 徹 也 今治市喜田村４丁目１３番３５号

〃 橘 常 雄 今治市五十嵐甲４１７番地

〃 白 石 邦 尚 今治市四村８６番地

〃 藤 本 賢 二 今治市徳重２５９番地４

〃 宇 � 宜 彦 今治市中寺６４６番地

〃 本 宮 成 長 今治市中寺１５９番地２

〃 阿 部 邦 夫 今治市新谷甲１１１３番地

〃 阿 部 豊 今治市玉川町小鴨部甲３５５番地

〃 越 智 博 正 今治市高橋甲７２３番地５

〃 高 尾 健 次 今治市高橋甲１６４番地

〃 越 智 寅 夫 今治市高橋甲１２２１番地３

〃 長 野 幸 造 今治市別名７２１番地の１

〃 川 原 保 今治市別名１４３番地１

〃 仙 波 洋 一 今治市小泉１丁目６番１３号

〃 宇 � 久 敏 今治市馬越町３丁目１番７号

〃 小 川 真 弘 今治市片山１丁目１番１号

〃 谷 口 尚 温 今治市山路２９２番地

〃 長 島 清 志 今治市大正町７丁目１番３号

〃 土 岐 辰 紀 今治市高地町２丁目甲２１２１番地１

〃 玉 井 榮 治 今治市南日吉町３丁目１番７号

〃 上 田 忠 今治市美須賀町２丁目３番地の１

〃 田 窪 憲 二 今治市山方町２丁目甲１１５２番地

〃 岡 田 公 一 今治市石井町３丁目５番６８号

〃 矢 野 丈 一 今治市石井町３丁目２番１４号

〃 砂 田 虎 善 今治市八町西５丁目１番２６号

〃 近 本 � 信 今治市辻堂２丁目３番４７号

〃 石 川 博 今治市郷本町１丁目１番２２号

〃 櫛 部 和 彦 今治市南高下町１丁目１番２４号

〃 小 川 顯一郎 今治市土橋町１丁目６番３号

監 事 秋 山 浩 二 今治市上徳甲４９４番地２

〃 友 澤 和 郎 今治市小泉２丁目９番１２号

〃 真 木 崇 今治市北日吉町２丁目２番４０号

〃 岡 林 興 通 今治市郷新屋敷町３丁目１番１８号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 砂 原 � 隆 今治市東村３丁目２番３０号

〃 日 浅 哲 也 今治市上徳乙２６３番地の３

〃 永 井 豊 今治市松木６番地の６

〃 近 藤 徹 也 今治市喜田村４丁目１３番３５号

〃 橘 常 雄 今治市五十嵐甲４１７番地

〃 白 石 邦 尚 今治市四村８６番地
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�愛媛県告示第１０７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０７７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０７８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 藤 本 賢 二 今治市徳重２５９番地４

〃 本 宮 喜美男 今治市中寺６７４番地

〃 本 宮 成 長 今治市中寺１５９番地２

〃 矢 野 義 久 今治市新谷甲１３６３番地の１

〃 阿 部 � 男 今治市新谷甲１０８２番地

〃 越 智 博 正 今治市高橋甲７２３番地５

〃 高 尾 健 次 今治市高橋甲１６４番地

〃 越 智 寅 夫 今治市高橋甲１２２１番地３

〃 長 野 幸 造 今治市別名７２１番地の１

〃 川 原 保 今治市別名１４３番地１

〃 友 澤 英 夫 今治市小泉２丁目７番３６号

〃 長 野 寛 今治市常盤町８丁目４番４２号

〃 小 川 真 弘 今治市片山１丁目１番１号

〃 谷 口 尚 温 今治市山路２９２番地

〃 長 島 清 志 今治市大正町７丁目１番３号

〃 土 岐 辰 紀 今治市高地町２丁目甲２１２１番地１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜土居線
新居浜市阿島４丁目甲５２６－２地先から

同甲５２６－１地先まで

旧 ４．７～５．４ ０．０４２

新 ８．３～８．７ ０．０４２

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜東港線
新居浜市観音原町甲９８３番１から

同甲９４１番９まで

旧 ― ―

新 １６．５～３９．６ ０．４４０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久米垣生線
松山市古川南三丁目１４４９番５から

同市古川南三丁目８４４番５地先まで

旧 ２３．７～７１．３ ０．３１７

新 ２３．７～７１．３ ０．３１７

〃 門 岡 信 光 今治市南日吉町１丁目２番３号

〃 上 田 忠 今治市美須賀町２丁目３番地の１

〃 山 下 冨士夫 今治市宮下町３丁目甲１７０１番地

〃 矢 野 典 明 今治市石井町１丁目１０番９号

〃 矢 野 昭 博 今治市石井町２丁目４番５３号

〃 砂 田 虎 善 今治市八町西５丁目１番２６号

〃 近 本 � 信 今治市辻堂２丁目３番４７号

〃 石 川 博 今治市郷本町１丁目１番２２号

〃 櫛 部 和 彦 今治市南高下町１丁目１番２４号

〃 小 川 顯一郎 今治市土橋町１丁目６番３号

監 事 正 岡 俊 雄 今治市上徳乙７１番地６

〃 清 水 洋 次 今治市小泉４丁目１０番３０号

〃 真 木 崇 今治市北日吉町２丁目２番４０号

〃 岡 林 興 通 今治市郷新屋敷町３丁目１番１８号

愛 媛 県 報平成２７年８月２８日 第２７０２号
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�愛媛県告示第１０７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０８０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年８月２８日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１０８１号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改

正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年８月２８日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第１０８２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２７年８月２８日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久米垣生線
松山市古川南三丁目１４４９番５から

同市古川南三丁目８４４番５地先まで
平成２７年８月２８日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社明幸商事 訪問介護きずな湯島 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地５０６番
地１ 平成２７年７月１日 訪問介護

株式会社明幸商事 デイサービスきずな湯島 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地５０６番
地１ 平成２７年７月１日 通所介護

有限会社タカハシ デイサービスセンターももたろう 愛媛県八幡浜市１５１０番地５３ 平成２７年７月１日 通所介護

株式会社はなみずき デイサービスはなみずき 愛媛県西予市宇和町坂戸４３７番地 平成２７年７月１日 通所介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社明幸商事 訪問介護きずな湯島 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地５０６番
地１ 平成２７年７月１日 介護予防訪問介護

株式会社明幸商事 デイサービスきずな湯島 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地５０６番
地１ 平成２７年７月１日 介護予防通所介護

有限会社タカハシ デイサービスセンターももたろう 愛媛県八幡浜市１５１０番地５３ 平成２７年７月１日 介護予防通所介護

株式会社はなみずき デイサービスはなみずき 愛媛県西予市宇和町坂戸４３７番地 平成２７年７月１日 介護予防通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

株式会社 ユーミーケア ユーミーケア南予 愛媛県八幡浜市４３５番地３５カネカビル
１階 居宅介護支援 平成２７年７月３１日

愛 媛 県 報平成２７年８月２８日 第２７０２号

８１９
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公 告

�愛媛県告示第１０８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２７年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０８４号
次のとおり落札者を決定した。

平成２７年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２７年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

所 在 地
土 地 建 物

予 定 価 格
地 目 地 積 種 類 構 造 床 面 積

西条市喜多川字上川原３３１番１０ 宅 地 ２２４．９５�

居 宅 木造瓦葺平家建 ６１．９８�

１１，６４０，０００円

物 置
コンクリートブロッ
ク造ビニール板葺平
家建

３．６１�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のない者の入

札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２７年８月２８日（金）から１０月１６日（金）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までをい

う。）

イ 提出場所

愛媛県総務部総務管理局総務管理課財産管理グループ

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町日野川１２１１番３から

同町日野川１２２１番２まで

旧 ５．２～１２．５ ０．１３７

新 １１．１～５１．５ ０．１３１

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

ファイリングシステム１式の借入れ
愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成２７年７月８日
四国通建株式会社
愛媛県今治市南大門町
１丁目１－１５

４１１，５８８円
（月額） 一般競争入札 平成２７年５月２２日

愛 媛 県 報平成２７年８月２８日 第２７０２号

８２０



〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２５５

ウ 提出方法

持参又は郵送等（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信

書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの

に限る。以下同じ。）により提出すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵送等による提出の取扱い

郵送等による提出の場合は、平成２７年１０月１６日（金）午後５時１５分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書及び入札参加申込書の交付場所並びに問合せ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２７年９月２５日（金）午前１１時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２７年１０月３０日（金）午前１１時

� 入札及び開札の場所

西条市喜多川７９６－１

愛媛県西条庁舎７階中会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用

に供されることを知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であ

ることが指定されているものの事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り払う

土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

愛 媛 県 報平成２７年８月２８日 第２７０２号

８２１



�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２７年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

サーベイメータ及びデジタル式警報線量計（アロカ製）保守

点検業務委託

� 委託業務の内容及び数量

入札説明書及び仕様書による。

� 履行期限

平成２８年３月１８日（金）

� 納入場所

入札説明書等による。

� 入札方法

入札金額は、保守点検の対象となっているサーベイメータ及

びデジタル式警報線量計の保守点検費用総額を記載すること。

また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当

該金額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６・２７・２８年度の製造の請負等に係る

競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項

に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 保守点検対象となっている上記機器について、保守点検を行

った実績があること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県県民環境部防災局原子力安全対策課原子力防災グルー

プ

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町４丁目４－２

電話 ０８９―９４１―２１１１ 内線２３４１

� 入札書の受領期限

平成２７年１０月５日（月）午後５時１５分

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（http://www.pref.ehime.jp/）でのダウ

ンロード又は上記�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２７年１０月８日（木）午前１０時３０分

愛媛県庁第１別館３階 災害対策室Ａ

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

ア 入札に際しては、入札者が見積もる契約金額の１００分の５

以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定

金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し

又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代え

ることができる。また、愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規

則第１８号）第１３７条の規定に該当する者については、入札保

証金の納付を免除することがある。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１以上の契約保証金を

納付しなければならない。ただし、愛媛県会計規則第１５４条

の規定に該当する者については、契約保証金の納付を免除す

ることがある。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望するものは、入札参加資格審

査申請書を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならな

い。

なお、知事からの当該書類の内容に関し説明を求められた場

合は、これに応じなければならない。

ア 受付期間

平成２７年８月２８日（金）から平成２７年１０月１日（木）午後

５時１５分まで

イ 受付場所

上記３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効と

する。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered： Survey

meters and Electronic Pocket Dosimeters（made by Hitachi―

Aloka Medical CO．，LTD）maintenance outsourcing

� Time limit of tender：１０：３０ a．m．，８ October，２０１５

� For further information，please contact： Nuclear Safety

Measures Division， Public Affairs and Environment

Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL ＋８１―８９―９４１―２１１１ Ext２３４１

�������
�公 告

毒物劇物取扱者試験の合格者について

平成２７年８月３日に実施した毒物劇物取扱者試験の合格者は、次

のとおりである。

平成２７年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

一般
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受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

１０００２ １０００７ １０００８ １００１３

１００２６ １００２７ １００２８ １００３２

１００３５ １００３８ １００４３ １００４５

１００５１ １００５７ １００６０ １００６８

農業用品目

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

２０００６ ２０００７ ２０００９ ２００１９

２００５３ ２００８１ ２００８５ ２００８６

２００９０ ２０１０５ ２０１０８ ２０１１４

２０１１８ ２０１２０ ２０１２２ ２０１２５

２０１２６ ２０１２７ ２０１２８ ２０１３９

２０１４２ ２０１４６ ２０１５０ ２０１５３

２０１５４ ２０１５５ ２０１５８ ２０１６６

２０１６７ ２０１７５ ２０１７６ ２０１７９

２０１８０ ２０１８４ ２０１８５ ２０１９０

２０１９２ ２０２０４ ２０２０６ ２０２０７

２０２０９ ２０２１１ ２０２１３ ２０２１７

２０２２９ ２０２３１ ２０２３６ ２０２５０

２０２５４ ２０２５８ ２０２５９

特定品目

該当者なし

�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成２７年７月５日から８月８日までの間に実施した技能検定の合格者は、次のとお

りである。

平成２７年８月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

造園（造園工事作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ａ甲 １３ Ａ甲 １５ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９

Ａ甲 ２１ Ｃ １

機械加工（普通旋盤作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ｂ １ Ｃ １

機械加工（マシニングセンタ作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７
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機械検査（機械検査作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ｂ １

電子機器組立て（電子機器組立て作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８

Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４

建築大工（大工工事作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６

左官（左官作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

フラワー装飾（フラワー装飾作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８

Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１

平成２７年８月２８日 発行

愛 媛 県 報平成２７年８月２８日 第２７０２号

８２４


